
 

事件番号 平成20年（行ｹ）10300号 （平成21年 4月 15日判決言渡） 

法 域 特許 

事件種別 審決取消請求事件 

原 告 横浜ゴム株式会社 

被 告 特許庁長官 

結 論 特許庁が不服2006-27558号事件について平成20年 6月 23日にした審決を

取り消す。 

争 点 「相違点４」に関する容易想到性（取消事由４） 

 
判事事項 甲４，甲５記載の技術は，加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課

題を解消するために，１３５℃における５０％モジュラスが約１．９６～３．

９２ＭＰａという値のエラストマー組成物を採用したもの。 

⇒相違点４は，普通に採用される範囲のものではない。 

 

相違点４は、脂肪族ポリケトン（高モジュラスだが、ガラス転移温度が低い。）

を補強繊維とした本願発明の課題に対応するもの。 

⇒ホースの耐久性向上という一般的な課題解決のためにそのような設定に

容易に想到すると認められない。 

参照条文 特許法第２９条第２項 

裁判官 飯村敏明、中平 健、上田洋幸 

備 考  

 



【本願発明】（請求項１） 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【審 決】 

 

 

 

 

甲４ 甲５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【甲４】（特開平8-127081号公報） 

 
 

 

 

 

 

 

【甲５】（特開平7-68659号公報） 

 

 

  

 

 



【判 決】 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

弁理士 片山 健一 

 

 

 


